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大田原市情報公開条例及び大田原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関

する条例の一部を改正する条例 

 （大田原市情報公開条例の一部改正） 

第１条 大田原市情報公開条例（平成１３年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１号本文中「除く。」の次に「以下同じ。」を加える。 

第２０条に次の１項を加える。 

３ この条例の規定にかかわらず、自己を本人とする個人に関する情報の取扱いについ

ては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び大田原市個人情

報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第●号）の定めるところによる。 

 （大田原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

第２条 大田原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２０年条

例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「の各号のいずれか」を削り、同項第１号中「取消され」を「取り消

され」に改める。 

第８条第３号中「前各号」を「前２号」に改める。 

第９条第１項中「取消し」を「取り消し」に改め、同条第２項中「指定を取消し」を

「指定を取り消し」に改める。 

第１０条中「取消された」を「取り消された」に改める。 

第１１条中「あたり」を「当たり」に改める。 

第１２条中「大田原市個人情報保護条例（平成２９年条例第２０号）」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他の関係法令」に、「順守」を「 

遵守」に、「取消され」を「取り消され」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


